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陵
墓
の
治
定
変
更
と
公
開
に
関
す
る
質
問
主
意
書

古
墳
の
中
に
は
、
現
在
の
学
術
的
到
達
点
に
立
っ
て
被
葬
者
が
誰
で
あ
る
か
明
確
な
証
拠
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
代

皇
室
の
埋
葬
地
や
そ
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
地
、
す
な
わ
ち
陵
墓
あ
る
い
は
陵
墓
参
考
地
（
以
下
、
こ
の
質
問
主
意
書

に
お
い
て
陵
墓
等
と
略
）
と
い
う
名
の
皇
室
用
財
産
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
我
が
国
に
と
ど
ま

ら
ず
、
広
く
古
代
ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
化
、
経
済
や
交
易
、
外
交
や
交
流
等
を
考
え
る
上
で
重
要
な
資
料
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
し
て
き
た
質
問
主
意
書
の
中
で
指
摘
し
て
き
た
。

そ
の
上
で
、
陵
墓
等
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
古
墳
の
学
術
目
的
の
調
査
に
対
し
て
非
常
に
大
き
な
壁
と
な
り
、
史
実

等
の
解
明
の
支
障
と
な
っ
て
い
る
問
題
点
や
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指
そ
う
と
い
う
文
化
財
で
あ
り
な
が
ら
、

国
民
に
対
し
て
公
開
す
る
要
求
に
さ
え
背
を
向
け
て
い
る
問
題
を
質
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
答
弁
書
で
は
、
陵
墓
等
は
「
皇

室
に
お
い
て
祭
祀
が
継
続
し
て
行
わ
れ
、
静
安
と
尊
厳
の
保
持
が
最
も
重
要
」
で
、
学
術
目
的
で
あ
っ
て
も
墳
丘
に
上
っ
て
表

面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
す
ら
「
厳
に
慎
む
べ
き
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
硬
直
的
な
見
解

を
重
ね
て
き
た
。

さ
ら
に
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
延
喜
式
等
の
古
記
録
の
記
述
、
口
碑
伝
承
を
拠
り
所
に
十
七
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
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に
行
わ
れ
た
陵
墓
等
の
治
定
方
法
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
考
古
学
に
限
ら
ず
現
代
の
あ
ら
ゆ
る
学
術
的
成
果
を
採
り
入
れ
て
陵

墓
等
の
治
定
を
見
直
す
こ
と
を
求
め
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
で
は
古
墳
の
被
葬
者
名
を
記
し
た
も
の
は
何
ら
出
土
し

な
い
状
況
で
あ
る
の
に
、
「
陵
誌
銘
等
の
確
実
な
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
所
存
」
（
内

閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
他
）
と
い
う
見
解
を
示
し
続
け
て
い
る
。

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。
な
お
、
元
号
は
使
わ
ず
西
暦
で
答
え
ら
れ
た
い
。

（
一
）

宮
内
庁
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
記
述
が
史
実
と
認
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

史
実
か
否
か
は
、
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
提
出
の
質
問
主

意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
で
も
、
「
宮
内
庁
と
し
て
は
、
古
代
の
皇
室
の
歴
史
に
つ

い
て
は
、
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
も
の
と
承
知
」
と
い
う
歴
史
学
者
を
主
体
に
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

宮
内
庁
書
陵
部
は
古
代
史
の
研
究
職
職
員
を
配
置
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陵
墓
等
の
治
定
の
根
拠
に
使
っ
て
い

る
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
記
述
が
史
実
か
否
か
に
つ
い
て
、
「
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
も
の
」
と
、
宮
内
庁
と

し
て
明
確
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
陵
墓
等
に
葬
ら
れ
て
い
る
と
い
う
古
代
の
皇
室
の
起
源

に
つ
い
て
も
、
「
歴
史
学
者
の
間
で
も
諸
説
あ
る
も
の
」
と
し
か
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
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（
二
）

古
代
の
皇
族
や
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
陵
墓
等
を
、
国
有
財
産
法
に
基
づ
い
て
国
費
を
充
て
管
理
す
る
た

め
に
は
、
前
提
と
し
て
陵
墓
等
の
治
定
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
記
述
が
史
実
か
否
か
、
古
代

の
皇
室
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
古
代
高
塚
式
の
陵
墓
等
と
し
て
管
理
し
て
い
る
古
墳
の
名
称
や
考

古
学
上
の
名
称
を
問
う
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
五
第
三
八
号
）
に
お
い
て
、
考
古
学
上
の
名
称

が
「
不
詳
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
該
陵
墓
等
が
考
古
学
上
の
古
墳
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
か
。

（
四
）

二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
八
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
古
代
高
塚
式
の
陵
墓
等
と
し
て
管
理
し
て
い
る
古
墳
の
う

ち
、
延
喜
式
に
祭
祀
の
対
象
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
問
う
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質

一
七
六
第
一
七
七
号
）
で
、
合
計
六
十
四
の
陵
墓
が
列
挙
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
左
記
の
四
十
五
の
陵
（
括
弧
内
は
答
弁

書
（
内
閣
衆
質
一
七
五
第
三
八
号
）
で
の
表
記
）
に
つ
い
て
、
延
喜
式
に
記
載
さ
れ
た
当
時
の
も
の
と
現
在
の
宮
内
庁

が
管
理
し
て
い
る
も
の
と
が
同
じ
で
あ
る
と
確
定
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
は
ど
れ
か
。

神
武
天
皇
陵
（
四
条
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
）
、
綏
靖
天
皇
陵
（
四
条
塚
山
古
墳
）
、
安
寧
天
皇
陵
、
懿
徳
天
皇
陵
、
孝
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昭
天
皇
陵
、
孝
安
天
皇
陵
、
孝
霊
天
皇
陵
、
孝
元
天
皇
陵
（
中
山
塚
一
号
墳
、
二
号
墳
及
び
三
号
墳
）
、
開
化
天
皇

陵
（
念
仏
寺
山
古
墳
）
、
崇
神
天
皇
陵
（
行
燈
山
古
墳
）
、
垂
仁
天
皇
陵
（
宝
来
山
古
墳
）
、
景
行
天
皇
陵
（
渋
谷

向
山
古
墳
）
、
成
務
天
皇
陵
（
佐
紀
石
塚
山
古
墳
）
、
仲
哀
天
皇
陵
（
岡
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
）
、
応
神
天
皇
陵
（
誉

田
御
廟
山
古
墳
）
、
仁
徳
天
皇
陵
（
大
仙
古
墳
）
、
履
中
天
皇
陵
（
石
津
丘
古
墳
）
、
反
正
天
皇
陵
（
田
出
井
山
古

墳
）
、
允
恭
天
皇
陵
（
市
野
山
古
墳
）
、
安
康
天
皇
陵
、
雄
略
天
皇
陵
（
高
鷲
丸
山
古
墳
）
、
清
寧
天
皇
陵
（
白
髪

山
古
墳
）
、
顕
宗
天
皇
陵
、
仁
賢
天
皇
陵
（
野
中
ボ
ケ
山
古
墳
）
、
継
体
天
皇
陵
（
太
田
茶
臼
山
古
墳
）
、
安
閑
天

皇
陵
（
高
屋
築
山
古
墳
）
、
宣
化
天
皇
陵
（
鳥
屋
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
）
、
欽
明
天
皇
陵
（
平
田
梅
山
古
墳
）
、
敏
達

天
皇
陵
（
太
子
西
山
古
墳
）
、
用
明
天
皇
陵
（
春
日
向
山
古
墳
）
、
推
古
天
皇
陵
（
山
田
高
塚
古
墳
）
、
舒
明
天
皇

陵
（
段
ノ
塚
古
墳
）
、
孝
徳
天
皇
陵
（
山
田
上
ノ
山
古
墳
）
、
斉
明
天
皇
陵
（
車
木
ケ
ン
ノ
ウ
古
墳
）
、
天
智
天
皇

陵
（
御
廟
野
古
墳
）
、
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
陵
（
野
口
王
墓
古
墳
）
、
文
武
天
皇
陵
（
栗
原
塚
穴
古
墳
）
、
聖
武

天
皇
陵
（
法
蓮
北
畑
古
墳
）
、
称
徳
天
皇
陵
（
佐
紀
高
塚
古
墳
）
、
光
仁
天
皇
陵
（
田
原
塚
ノ
本
古
墳
）
、
平
城
天

皇
陵
（
市
庭
古
墳
）
、
仲
哀
天
皇
皇
后
神
功
皇
后
陵
（
五
社
神
古
墳
）
、
仁
徳
天
皇
皇
后
磐
之
媛
陵
（
ヒ
シ
ア
ゲ
古

墳
）
、
継
体
天
皇
皇
后
手
白
香
皇
女
陵
（
西
殿
塚
古
墳
）
、
安
閑
天
皇
皇
后
春
日
山
田
皇
女
陵
（
高
屋
八
幡
山
古
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墳
）

（
五
）

被
葬
者
名
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
陵
墓
等
の
治
定
の
変
更
は
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
陵

誌
銘
等
の
確
実
な
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
所
存
」
と
い
う
考
え
方
は
、
い
つ
誰

が
決
め
た
も
の
か
。

（
六
）

我
が
国
の
古
墳
か
ら
は
、
被
葬
者
名
を
特
定
で
き
る
も
の
が
出
土
し
た
実
例
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
〇
年

十
月
一
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
号
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

百
二
十
一
件
の
古
代
高
塚
式
陵
墓
等
か
ら
も
被
葬
者
名
を
特
定
で
き
る
陵
誌
銘
等
は
出
土
し
て
い
な
い
。
陵
墓
等
の
治

定
の
根
拠
に
は
「
陵
誌
銘
等
」
の
被
葬
者
を
特
定
で
き
る
確
実
な
資
料
を
使
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
七
）

多
く
の
研
究
者
の
間
で
は
今
後
も
古
墳
か
ら
被
葬
者
名
を
特
定
で
き
る
も
の
は
、
ま
ず
出
土
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
「
陵
誌
銘
等
の
確
実
な
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
所
存
」
と
は
、
陵
墓

等
の
治
定
を
変
更
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
古
墳
か
ら
被
葬
者
名
を
特

定
で
き
る
も
の
が
出
土
し
な
い
こ
と
が
事
実
上
前
提
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
撤
回
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
八
）

陵
墓
等
の
治
定
に
つ
い
て
「
陵
誌
銘
等
の
確
実
な
資
料
が
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、
現
在
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
所
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存
」
と
は
、
一
つ
で
も
現
在
の
治
定
の
変
更
を
行
う
と
、
他
の
多
く
の
陵
墓
等
に
つ
い
て
被
葬
者
を
再
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

（
九
）

陵
墓
参
考
地
に
つ
い
て
は
、
被
葬
者
名
は
も
ち
ろ
ん
、
被
葬
者
が
皇
室
関
係
者
か
ど
う
か
を
確
実
に
特
定
す
る
も
の

が
出
土
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
文
献
等
か
ら
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
陵
墓
参
考
地
と
し
て
い
る
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
、
「
陵
墓
参
考
地
の
治
定
に
当
た
っ
て

は
、
副
葬
品
の
み
な
ら
ず
、
墳
丘
の
規
模
や
地
元
の
口
碑
伝
承
等
に
つ
い
て
も
調
査
の
上
、
総
合
的
に
判
断
さ
れ
た
も

の
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
八
五
号
）
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
文
献
や
口
碑
伝
承
だ
け
に
基
づ
き
、
当
該
古

墳
に
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
陵
墓
参
考
地
と
定
め
る
方
法
は
絶
対
に
確
実
な
も
の
な
の
か
。
ま
た
、
陵
墓

等
の
治
定
に
使
っ
た
文
献
や
口
碑
伝
承
は
史
実
な
の
か
。

（
十
）

二
〇
一
〇
年
六
月
十
四
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
皇
室
関
係
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
し
、
陵
墓
参
考
地
と
し
て

管
理
し
て
い
る
奈
良
県
広
陵
町
の
新
木
山
古
墳
と
新
山
古
墳
を
実
例
に
あ
げ
、
該
当
す
る
皇
室
関
係
者
と
は
具
体
的
に

誰
か
を
問
う
た
が
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
八
五
号
）
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
考

証
中
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
。
戦
後
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
巨
大
な
墳
丘
を
持
ち
銅
鏡
や
玉
類
、
武
器
、
装
飾
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品
等
の
大
量
の
副
葬
品
が
確
認
さ
れ
た
古
墳
は
数
多
く
あ
る
が
、
陵
墓
参
考
地
と
な
っ
た
も
の
は
一
例
も
な
い
。
こ
れ

ら
の
古
墳
が
陵
墓
参
考
地
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
な
の
か
。

（
十
一
）

研
究
者
の
間
で
も
、
古
墳
か
ら
被
葬
者
名
を
特
定
で
き
る
遺
物
が
将
来
に
わ
た
っ
て
も
出
土
す
る
可
能
性
は
な
い

に
等
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
考
証
中
」
と
し
て
陵
墓
参
考
地
の
ま
ま
に
し
て
い
る

の
は
、
当
該
古
墳
と
そ
の
出
土
品
を
皇
室
用
財
産
と
し
て
宮
内
庁
の
管
理
下
に
置
い
て
お
く
た
め
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
「
考
証
中
」
と
は
、
被
葬
者
名
を
特
定
す
る
た
め
の
資
料
や
情
報
を
集
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

（
十
二
）

大
阪
府
高
槻
市
に
所
在
す
る
今
城
塚
古
墳
は
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
発
掘
調
査
の
成
果
を
基
に
史
跡
公
園
と
し

て
整
備
さ
れ
、
歴
史
の
学
習
や
憩
い
の
場
と
し
て
広
く
市
民
に
公
開
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い
る
。
今
城
塚
古
墳
が
国
の
史

跡
に
指
定
さ
れ
た
日
、
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
具
体
的
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
史
跡
の
範
囲
は
墳
丘
だ
け
な
の

か
。
墳
丘
以
外
の
内
濠
・
外
濠
・
外
堤
と
い
っ
た
古
墳
と
一
体
の
部
分
も
含
ん
で
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
三
）

今
城
塚
古
墳
は
、
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
た
地
名
や
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
出
土
し
た
埴
輪
等
か
ら
考
え
て
、
六
世
紀

前
半
か
ら
半
ば
の
継
体
天
皇
が
埋
葬
さ
れ
た
古
墳
で
は
な
い
か
と
い
う
学
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
宮
内
庁

は
、
大
阪
府
茨
木
市
の
太
田
茶
臼
山
古
墳
を
「
継
体
天
皇
陵
」
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
、
十
八
世
紀
前
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半
に
こ
こ
が
継
体
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
う
が
、
太
田
茶
臼
山
古
墳
が
継
体
天
皇
陵
で
あ
る
と
い
う

治
定
は
、
誰
が
、
い
つ
何
を
根
拠
に
行
っ
た
も
の
な
の
か
時
系
列
に
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
四
）

古
墳
が
築
か
れ
た
時
期
の
前
後
関
係
を
知
る
方
法
と
し
て
、
出
土
す
る
埴
輪
の
形
態
や
作
り
方
の
違
い
を
利
用
す

る
こ
と
が
多
い
。
太
田
茶
臼
山
古
墳
と
今
城
塚
古
墳
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
の
時
期
に
つ
い
て
、
茨
木
市
教
育
委
員
会
と

高
槻
市
教
育
委
員
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
何
世
紀
の
ど
れ
位
の
も
の
と
聞
い
て
お
り
、
太
田
茶
臼
山
古
墳
と
今
城
塚
古
墳

は
、
出
土
す
る
埴
輪
等
か
ら
考
え
て
そ
の
築
造
時
期
は
ど
ち
ら
が
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
。

（
十
五
）

太
田
茶
臼
山
古
墳
と
今
城
塚
古
墳
に
立
て
ら
れ
て
い
た
埴
輪
を
製
作
し
た
窯
跡
群
（
新
池
遺
跡
）
が
、
高
槻
市
教

育
委
員
会
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
窯
跡
群
も
国
の
史
跡
で
あ
る
が
、
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
日
、
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
具
体
的
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

（
十
六
）

新
池
遺
跡
の
埴
輪
窯
跡
に
残
る
焼
土
の
考
古
地
磁
気
測
定
に
よ
っ
て
、
太
田
茶
臼
山
古
墳
の
埴
輪
は
四
五
〇
年
±

一
〇
年
に
焼
か
れ
、
今
城
塚
古
墳
の
埴
輪
は
五
二
〇
年
±
四
十
年
に
焼
か
れ
た
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は
太

田
茶
臼
山
古
墳
の
築
造
時
期
は
五
世
紀
半
ば
、
今
城
塚
古
墳
の
築
造
時
期
は
六
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
と
い
う
古
墳
の
実

年
代
を
知
る
有
力
な
資
料
と
考
え
ら
れ
る
が
、
太
田
茶
臼
山
古
墳
を
「
継
体
天
皇
陵
」
と
す
る
と
、
継
体
天
皇
が
没
し

八



た
と
い
わ
れ
る
五
百
三
十
年
前
後
（
六
世
紀
前
半
）
と
約
八
十
年
の
乖
離
が
生
じ
る
。

二
〇
一
〇
年
十
月
一
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
号
）
に
お
い
て
、
「
今
後

と
も
考
古
学
を
始
め
と
す
る
学
術
的
成
果
に
は
留
意
し
て
い
く
所
存
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
太
田
茶
臼
山

古
墳
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
の
時
期
や
太
田
茶
臼
山
古
墳
の
築
造
の
時
期
が
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
継
体
天
皇
の
時
期
と

合
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
「
留
意
」
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
十
七
）

今
城
塚
古
墳
の
埋
葬
主
体
部
は
一
五
九
六
年
に
発
生
し
た
大
地
震
（
伏
見
地
震
）
に
よ
っ
て
激
し
く
破
壊
さ
れ
全

容
が
不
明
で
あ
る
が
、
残
っ
て
い
た
巨
大
な
石
積
み
（
石
室
基
盤
工
）
や
石
棺
か
ら
「
大
王
」
級
の
古
墳
と
考
え
て
も

お
か
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
延
喜
式
の
中
で
旧
地
名
「
島
上
郡
」
に
所
在
す
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
古

墳
の
築
造
時
期
が
継
体
天
皇
の
年
代
と
合
致
す
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
今
城
塚
古
墳
に
継
体
天
皇
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
方
が
適
切
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
旧
地
名
「
島
下
郡
」
に
所
在
し
、
継
体
天
皇
の
年
代
と
も
乖
離
が
あ
る
太
田
茶
臼
山
古
墳
を
継
体
天
皇
陵
に

当
て
て
い
る
現
在
の
治
定
は
再
検
討
し
、
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
十
八
）

二
〇
一
〇
年
十
一
月
十
八
日
と
同
年
十
一
月
三
十
日
に
提
出
の
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
奈
良
県
明
日
香
村
に
所
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在
す
る
牽
牛
子
塚
古
墳
と
、
牽
牛
子
塚
古
墳
の
直
下
で
二
〇
一
〇
年
に
見
つ
か
っ
た
越
塚
御
門
古
墳
が
、
七
世
紀
半
ば

の
斉
明
天
皇
と
そ
の
孫
娘
に
当
た
る
大
田
皇
女
を
葬
っ
た
古
墳
で
は
な
い
か
と
い
う
学
説
が
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、

斉
明
天
皇
が
葬
ら
れ
皇
室
に
よ
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
「
越
智
崗
上
陵
」
の
治
定
の
正
否
を
検
証
し
直
す
こ
と
を

重
ね
て
求
め
た
。
こ
れ
に
対
す
る
二
つ
の
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
七
七
号
、
同
第
二
一
七
号
）
と
も
「
斉
明

天
皇
の
治
定
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
て
い
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
現
時
点
に
お
い
て
も
、

斉
明
天
皇
「
越
智
崗
上
陵
」
と
大
田
皇
女
「
越
智
崗
上
墓
」
の
治
定
の
正
否
の
検
証
や
、
そ
の
検
討
も
考
え
て
い
な
い

の
か
。

（
十
九
）

現
在
の
斉
明
天
皇
陵
と
大
田
皇
女
墓
を
陵
墓
と
し
て
の
治
定
を
解
き
、
牽
牛
子
塚
古
墳
を
斉
明
天
皇
陵
、
越
塚
御

門
古
墳
を
大
田
皇
女
墓
に
そ
れ
ぞ
れ
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
記
述
が
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
延
喜
式
等
の
記
述
に

あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
詳
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
完
全
に
否
定
す
る
記
述
で
な
け
れ
ば
、
治
定
の
正
否
の
検
証
を
行
う
べ

き
で
は
な
い
の
か
。

（
二
十
）

二
〇
一
〇
年
十
一
月
三
十
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
二
一
七
号
）
に
お
い

て
、
現
在
の
天
武
天
皇
・
持
統
天
皇
陵
（
野
口
王
墓
古
墳
）
は
、
一
八
八
一
年
二
月
十
五
日
に
治
定
替
え
さ
れ
る
ま

一
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で
、
別
の
被
葬
者
を
対
象
に
し
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
別
の
被
葬
者
と
は
誰

な
の
か
答
え
ら
れ
た
い
。

（
二
十
一
）

か
つ
て
天
武
天
皇
と
持
統
天
皇
と
は
別
の
被
葬
者
を
対
象
に
し
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
宮
内
庁
は

祭
祀
の
主
体
で
あ
る
皇
室
、
皇
族
に
伝
え
て
い
る
か
。
伝
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
先
に

あ
げ
た
現
在
の
継
体
天
皇
陵
、
現
在
の
斉
明
天
皇
陵
と
大
田
皇
女
墓
に
つ
い
て
、
別
の
被
葬
者
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
学

説
が
あ
る
こ
と
を
宮
内
庁
は
皇
室
、
皇
族
に
対
し
伝
え
て
い
る
か
。

（
二
十
二
）

来
年
度
（
二
〇
一
二
年
度
）
に
宮
内
庁
は
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
登
録
を
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
百
舌
鳥
古
墳

群
中
の
大
阪
府
堺
市
所
在
の
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
（
宮
内
庁
に
よ
れ
ば
東
百
舌
鳥
陵
墓
参
考
地
）
を
工
事
に
伴
う
事

前
調
査
の
対
象
と
し
て
予
定
し
て
い
る
。
工
事
の
目
的
と
工
事
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
事
前
調
査

は
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の
ど
の
部
分
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
予
定
か
。

（
二
十
三
）

土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
は
、
同
じ
百
舌
鳥
古
墳
群
の
大
山
古
墳
や
上
石
津
ミ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
（
石
津
丘
古
墳
）

に
次
ぐ
規
模
を
持
つ
巨
大
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
は
一
九
〇
九
年
十
月
二
十
一
日
、
墳
丘
部
分

が
陵
墓
参
考
地
と
さ
れ
、
立
ち
入
り
や
学
術
目
的
の
調
査
が
拒
ま
れ
て
い
る
。
周
濠
部
分
は
陵
墓
参
考
地
の
範
囲
で
は

一
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な
く
、
堺
市
の
所
有
地
と
な
っ
て
お
り
、
堺
市
か
ら
は
来
年
度
に
周
濠
部
分
の
発
掘
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
と
聞
い

て
い
る
。
同
じ
堺
市
所
在
の
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
（
陵
墓
参
考
地
）
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
宮
内
庁
管
理
部
分
の
墳
丘

部
は
宮
内
庁
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
宮
内
庁
管
理
外
に
当
た
る
周
濠
部
分
は
堺
市
に
よ
っ
て
、
時
期
や
調
査
区
（
ト
レ
ン

チ
）
の
設
定
場
所
等
を
合
わ
せ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
で
行
っ
た
よ
う
な
宮
内
庁
と
堺
市
に

よ
る
調
査
を
、
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の
調
査
に
お
い
て
も
行
う
予
定
は
あ
る
か
。

（
二
十
四
）

二
〇
〇
八
年
の
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
で
は
、
宮
内
庁
管
理
部
分
の
調
査
区
に
堺
市
の
調
査
担
当
者
は
入

ら
ず
に
作
業
を
進
め
た
の
か
。
ま
た
、
堺
市
の
調
査
区
に
宮
内
庁
の
調
査
担
当
者
は
入
ら
ず
に
作
業
を
進
め
た
の
か
。

（
二
十
五
）

こ
の
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
は
「
同
時
」
調
査
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
共
同
調
査
で
は
な
く
、
同
時
調
査

と
呼
ぶ
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
同
じ
古
墳
の
中
で
宮
内
庁
と
堺
市
と
が
調
査
区
を
墳
丘
斜
面
に
沿
う
形
で
同
一
線
上
に
並

ぶ
よ
う
に
設
定
し
、
調
査
中
は
も
ち
ろ
ん
調
査
後
の
作
業
に
お
い
て
も
情
報
を
共
有
し
意
見
の
交
換
も
行
い
な
が
ら
、

文
字
ど
お
り
共
同
で
進
め
た
調
査
で
は
な
い
の
か
。

（
二
十
六
）

宮
内
庁
と
堺
市
が
同
時
に
行
っ
た
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
結
果
は
、
宮
内
庁
部
分
は
書
陵
部
紀
要
に
お
い

て
、
堺
市
部
分
は
堺
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
公
表
さ
れ
て
い
る
。
書
陵
部
紀
要
に

一
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は
、
宮
内
庁
と
堺
市
双
方
の
調
査
区
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
片
が
接
合
し
一
体
の
埴
輪
に
な
っ
て
埴
輪
の
形
状
を
正
確
に

復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
等
、
考
古
学
的
な
調
査
成
果
を
高
め
ら
れ
た
調
査
の
意
義
の
一
例
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
墳
丘
部
と
周
濠
部
に
設
定
さ
れ
た
調
査
区
（
ト
レ
ン
チ
）
は
、
堺
市
部
分
と
宮
内
庁
部
分
と
が
場
所
を

合
わ
せ
、
調
査
区
を
同
一
線
上
に
並
ぶ
よ
う
に
合
わ
せ
て
設
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
区
配
置
を
示
し
た
図
は

そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
だ
け
が
、
し
か
も
異
な
る
縮
尺
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
じ
古
墳

を
双
方
が
同
時
に
調
査
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
墳
丘
部
と
周
濠
部
と
が
一
枚
の
図
上
で
一
体
と
な
っ
た
状
態
で
の
調

査
区
配
置
状
況
が
分
か
ら
な
い
。
調
査
成
果
を
公
表
し
た
資
料
と
し
て
は
学
術
的
に
き
わ
め
て
不
十
分
で
、
い
わ
ば

「
使
い
勝
手
が
悪
い
」
報
告
書
と
な
っ
て
い
る
。
調
査
に
当
た
っ
て
宮
内
庁
と
堺
市
が
結
ん
だ
協
定
書
に
お
い
て
は

「
本
調
査
の
効
率
と
成
果
を
上
げ
る
た
め
に
、
調
査
区
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
甲
乙
が
協
議
す
る
も
の
」
と
あ
る
（
甲

は
宮
内
庁
、
乙
は
堺
市
）
が
、
古
墳
の
築
造
を
考
え
る
上
で
設
定
し
た
調
査
区
等
の
全
容
が
一
目
で
分
か
ら
な
い
現
在

の
公
表
方
法
で
は
、
協
定
書
に
う
た
わ
れ
た
調
査
の
「
成
果
」
の
公
表
は
不
十
分
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
前
記
協
定
書
に
は
「
本
調
査
に
係
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
互
い
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

一
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と
す
る
。
」
と
あ
る
。
百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
（
宮
内
庁
に
よ
れ
ば
百
舌
鳥
陵
墓
参
考
地
）
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
、
学

術
研
究
上
の
観
点
か
ら
も
墳
丘
部
分
（
宮
内
庁
調
査
分
）
と
周
濠
部
分
（
堺
市
調
査
分
）
に
分
け
ず
に
、
一
枚
の
図
上

で
双
方
の
調
査
区
配
置
が
一
目
で
分
か
り
、
か
つ
連
続
し
た
土
層
等
の
図
を
今
後
改
め
て
作
成
し
公
表
す
べ
き
で
は
な

い
か
。
で
き
な
い
理
由
が
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

（
二
十
七
）

来
年
度
予
定
の
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の
調
査
結
果
は
、
宮
内
庁
調
査
部
分
は
書
陵
部
紀
要
に
お
い
て
、
堺
市

調
査
部
分
は
堺
市
教
育
委
員
会
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
に
同
じ
古
墳
を
対
象
と
し
た
調
査
で
あ
る
か
ら
、
各
々
の
調
査
結
果
に
加
え
て
一
枚
の

図
上
で
各
々
の
調
査
区
設
定
図
状
況
等
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
な
公
表
の
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
二
十
八
）

百
舌
鳥
御
廟
山
古
墳
の
調
査
の
際
、
調
査
現
場
は
一
般
市
民
に
も
公
開
さ
れ
た
。
陵
墓
参
考
地
に
さ
れ
て
立
ち

入
る
こ
と
が
拒
ま
れ
て
い
る
巨
大
前
方
後
円
墳
を
間
近
に
見
ら
れ
た
と
い
う
評
価
も
あ
る
一
方
、
公
開
範
囲
は
堺
市
の

調
査
部
分
だ
け
で
、
宮
内
庁
部
分
は
一
般
見
学
者
に
公
開
し
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
質
し
た
二

〇
〇
九
年
七
月
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
五
七
号
）
で
は
、
「
陵
墓
や
陵

墓
参
考
地
の
静
安
と
尊
厳
を
保
持
す
る
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
一
般
公
開
し
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
研
究
者
に
対

一
四



し
て
は
、
期
間
と
人
数
を
少
数
に
限
定
し
て
宮
内
庁
管
理
部
分
の
調
査
現
場
を
公
開
し
て
い
る
が
、
広
く
国
民
一
般
に

公
開
す
る
と
「
静
安
と
尊
厳
の
保
持
の
観
点
」
か
ら
何
ら
か
の
支
障
が
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
た

い
。

（
二
十
九
）

陵
墓
等
の
保
全
工
事
に
伴
う
調
査
を
、
研
究
者
や
学
会
を
対
象
に
し
た
限
定
的
に
公
開
す
る
時
以
外
に
、
墳
丘

等
の
掘
削
を
伴
わ
な
く
と
も
研
究
者
が
学
術
目
的
で
自
由
に
陵
墓
等
に
入
り
規
模
や
築
造
の
方
法
等
を
調
査
す
る
こ
と

が
、
な
ぜ
被
葬
者
の
「
静
安
と
尊
厳
の
保
持
」
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
分
か
り
や
す
く
答
え
ら
れ

た
い
。

（
三
十
）

日
本
の
研
究
者
が
、
エ
ジ
プ
ト
や
韓
国
等
の
「
王
墓
」
の
発
掘
調
査
に
参
加
す
る
こ
と
を
政
府
は
認
め
な
が
ら
、

日
本
の
古
代
の
「
大
王
」
や
そ
れ
に
近
い
墳
墓
と
考
え
ら
れ
る
陵
墓
等
の
調
査
を
認
め
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

（
三
十
一
）

宮
内
庁
は
、
陵
墓
等
に
治
定
し
て
い
る
古
墳
の
調
査
を
行
う
場
合
、
「
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
上
ま
た
は
学
術

上
価
値
が
高
い
と
評
価
さ
れ
る
も
の
は
文
化
財
保
護
法
上
の
文
化
財
に
相
当
す
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
文
化
財
保
護

法
等
の
規
定
に
従
っ
た
諸
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
陵
墓
等
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
古
墳
も
文
化
財
で
あ
る

以
上
、
こ
の
手
続
き
は
当
然
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
法
に
も
あ
る
と
お
り
、
文
化
財
は
「
貴
重
な
国
民
的
財
産
」
で
あ

一
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る
。
そ
れ
は
国
民
に
公
開
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
公
開
す
る
こ
と
で
そ
の
価
値
は
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
土
師

ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
も
文
化
財
の
一
つ
で
あ
り
、
来
年
度
予
定
の
調
査
で
調
査
現
場
を
公
開
す
る
際
に
は
、
宮
内
庁
の
調

査
部
分
も
一
般
市
民
に
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
被
葬
者
の
「
静
安
と
尊
厳
の
保
持
」
を
理
由
に

し
て
公
開
し
な
い
つ
も
り
な
の
か
。
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
考
慮
し
て
公
開
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
三
十
二
）

奈
良
市
所
在
の
佐
紀
陵
山
古
墳
（
日
葉
酢
媛
陵
）
や
宝
来
山
古
墳
（
垂
仁
天
皇
陵
）
は
、
か
つ
て
盗
掘
を
受
け

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
六
月
十
四
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
か
つ
て
盗
掘
が
行
わ
れ
、
副
葬
品
が

持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
陵
墓
等
で
あ
れ
ば
、
学
術
的
観
点
か
ら
調
査
を
行
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な

い
か
と
問
う
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
八
五
号
）
で
は
、
「
御
指
摘
の
よ
う
な
事
情
を
踏

ま
え
た
と
し
て
も
」
と
前
置
き
し
て
、
そ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
前
記
の
古
墳
以
外
に
、
古
文
書
や
行
政
記
録
文
書
の

記
述
、
あ
る
い
は
管
理
の
際
に
、
埋
葬
主
体
部
の
盗
掘
、
破
壊
、
開
口
等
を
確
認
し
て
い
る
古
代
高
塚
式
陵
墓
と
呼
ぶ

古
墳
は
な
い
の
か
。
該
当
す
る
陵
墓
等
の
名
称
・
考
古
学
上
の
名
称
・
所
在
地
・
盗
掘
等
の
年
を
示
さ
れ
た
い
。

（
三
十
三
）

先
に
あ
げ
た
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
は
、
現
在
地
表
か
ら
目
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
周
濠
の
外
側
に
外
濠
と
外

堤
（
以
下
、
外
濠
等
と
略
）
を
持
つ
こ
と
が
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。
外
濠
等
に
当
た
る
部
分
は
、
か
な
り
の

一
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範
囲
が
区
画
整
理
事
業
等
に
よ
り
市
街
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
外
濠
等
の
保
存
・
保
護
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
。
二
〇
一
〇
年
六
月
十
四
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
地
表
か
ら
見
え
な
い
古
墳
の
周
濠
の
保
存
・
保
護
に
つ
い
て

質
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
八
五
号
）
で
は
、
「
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
地
方
公
共

団
体
に
よ
り
適
切
な
措
置
が
採
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の

外
濠
等
の
部
分
は
「
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
適
切
な
措
置
」
が
採
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

そ
の
認
識
と
理
由
と
を
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の
外
濠
等
の
範
囲
は
明
確
に
つ
か
ま
れ
て
い
る
の
か
、
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
範

囲
を
明
確
に
つ
か
み
、
史
跡
に
指
定
し
て
保
護
す
べ
き
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
そ
の
価
値
は
な
い
と

い
う
認
識
か
。
理
由
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。

（
三
十
四
）

土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
の
外
濠
等
の
範
囲
と
想
定
さ
れ
る
部
分
を
含
む
既
往
の
発
掘
調
査
件
数
は
、
宮
内
庁
管

理
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
で
そ
れ
ぞ
れ
合
計
何
件
に
の
ぼ
る
か
。
ま
た
、
宮
内
庁
管
理
部
分
外
で
の
遺
構
の
検
出
件

数
、
そ
の
う
ち
現
状
保
存
さ
れ
て
い
る
件
数
は
何
件
か
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
調
査
に
よ
る
記
録
を
残
す
こ
と
な
く
破

壊
さ
れ
た
箇
所
は
な
い
か
、
あ
わ
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
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（
三
十
五
）

土
師
ニ
サ
ン
ザ
イ
古
墳
に
限
ら
ず
百
舌
鳥
古
墳
群
の
中
に
は
、
宅
地
造
成
や
土
砂
採
取
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
消

滅
し
た
古
墳
が
少
な
く
な
い
。
文
化
財
保
護
法
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
百
舌
鳥
古
墳
群
に
お
い
て
明
ら
か
に
破
壊
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
古
墳
は
何
基
あ
る
と
把
握
、
ま
た
は
聞
き
及
ん
で
い
る
か
。
ま
た
、
宅
地
造
成
等
に
よ
る
古

墳
の
破
壊
・
消
滅
は
「
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
適
切
な
措
置
」
が
採
ら
れ
た
結
果
な
の
か
。

（
三
十
六
）

二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
と
同
年
七
月
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
大
阪
府
羽
曳
野
市
に
所
在
す
る
誉
田

御
廟
山
古
墳
（
宮
内
庁
は
応
神
天
皇
陵
と
し
て
管
理
）
の
外
濠
と
外
濠
の
一
部
が
「
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
」
と

い
う
名
称
で
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
は
学
術
的
に
不
明
で
あ
り
、

応
神
天
皇
が
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
ら
な
い
限
り
、
史
跡
の
名
称
は
学
術
的
成
果
を
踏
ま
え
「
誉
田
御
廟
山

古
墳
外
濠
外
堤
」
へ
と
変
更
す
る
よ
う
重
ね
て
求
め
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
、

内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
五
七
号
）
で
は
「
地
域
で
親
し
ま
れ
て
い
る
名
称
な
ど
、
当
該
史
跡
を
最
も
適
切
に
指
す
も
の

を
名
称
と
し
て
お
り
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
史
跡
の
名
称
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
」
と
同
じ
見
解
を
示
し

た
。二

〇
一
〇
年
六
月
三
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
三
五
号
）
で
は
、
「
御
指

一
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摘
の
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
」
の
被
葬
者
に
つ
い
て
は
、
学
術
的
に
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
」
と
あ
る
。
被
葬

者
が
「
学
術
的
に
は
確
定
し
て
い
な
い
」
古
墳
を
「
応
神
天
皇
陵
古
墳
」
と
い
う
名
称
の
ま
ま
で
史
跡
に
指
定
し
て
お

く
の
は
、
あ
た
か
も
応
神
天
皇
が
葬
ら
れ
て
い
る
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
か
ね

な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
当
該
史
跡
を
最
も
適
切
に
指
す
も
の
」
は
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
」
で
あ
り
、
史
跡
の
名
称
を

「
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
」
か
ら
「
誉
田
御
廟
山
古
墳
外
濠
外
堤
」
へ
と
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
改
め
て
求

め
る
。

ま
た
、
「
応
神
天
皇
陵
古
墳
外
濠
外
堤
」
の
ま
ま
で
は
、
国
自
身
が
歴
史
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
歴
史
の
解
釈
を
ゆ

が
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
懸
念
は
一
切
な
い
と
い
う
考
え
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
三
十
七
）

二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
奈
良
県
桜
井
市
所
在
の
箸
墓
古
墳
の
測
量
図
に
示
さ
れ
て
い

る
後
円
部
の
等
高
線
と
ほ
ぼ
直
角
に
交
わ
る
破
線
と
、
墳
丘
く
び
れ
部
を
斜
め
に
横
切
る
破
線
と
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
表

現
し
た
も
の
か
を
質
し
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
五
七
号
）
で
は
「
測
量
図
作
成
当

時
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
」
と
示
さ
れ
た
。
指
摘
し
た
箇
所
は

現
在
ど
の
よ
う
な
形
態
、
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
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ま
た
、
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
で

「
宮
内
庁
の
陵
墓
調
査
官
は
、
陵
墓
の
管
理
上
、
必
要
に
応
じ
て
墳
頂
部
へ
も
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
る
」
と
示
さ
れ
て

い
る
が
、
箸
墓
古
墳
の
墳
頂
部
に
立
ち
入
る
際
に
は
、
上
述
し
た
等
高
線
と
ほ
ぼ
直
角
に
交
わ
る
破
線
を
通
路
と
し
て

使
っ
て
い
る
の
か
。

（
三
十
八
）

二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
大
阪
府
藤
井
寺
市
の
津
堂
城
山
古
墳
（
藤
井
寺
陵
墓
参
考

地
）
か
ら
出
土
し
、
現
在
宮
内
庁
が
保
管
し
て
い
る
約
十
三
リ
ッ
ト
ル
（
二
〇
〇
九
年
六
月
二
十
九
日
提
出
の
質
問
主

意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
六
一
一
号
）
に
よ
る
）
の
水
銀
朱
に
つ
い
て
、
放
射
線
分
析
や
質
量
分

析
等
の
科
学
分
析
を
含
め
た
調
査
を
行
い
、
一
般
に
公
開
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質

一
七
一
第
六
五
七
号
）
で
、
「
分
析
実
績
の
あ
る
機
関
か
ら
申
請
が
あ
り
、
学
術
上
の
観
点
か
ら
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
実
施
方
法
な
ど
を
考
慮
し
、
検
討
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
と
示
さ
れ
た
が
、
研
究
者
個
人
に
よ

る
申
請
は
認
め
な
い
の
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
分
析
の
申
請
は
あ
っ
た
か
。
あ
れ
ば
申
請
者
名
を
示
さ
れ
た
い
。

（
三
十
九
）

こ
の
水
銀
朱
は
宮
内
省
諸
陵
寮
（
当
時
）
が
大
阪
府
か
ら
送
付
を
受
け
た
時
の
新
聞
紙
に
包
ま
れ
、
宮
内
庁
書

陵
部
収
蔵
庫
内
で
木
箱
に
収
め
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
陵
墓
参
考
地
の
出
土
物
と
し
て
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い

二
〇



る
資
料
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
が
科
学
分
析
を
行
わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
理
由
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
産
地
を

明
ら
か
に
し
て
当
時
の
交
流
や
交
易
の
手
が
か
り
と
す
る
目
的
等
で
分
析
実
績
の
あ
る
機
関
や
研
究
者
に
対
し
、
調
査

の
依
頼
や
照
会
を
行
い
、
学
術
研
究
に
お
い
て
活
用
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
資
料
的
価
値
は
な
い
と
い
う
考

え
か
。

（
四
十
）

宮
内
庁
が
管
理
す
る
こ
の
津
堂
城
山
古
墳
出
土
の
水
銀
朱
に
つ
い
て
、
博
物
館
等
か
ら
展
示
や
研
究
の
た
め
の
借

用
の
申
請
や
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
貸
し
出
し
を
行
う
か
。

（
四
十
一
）

二
〇
一
〇
年
八
月
四
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
五
第
三
八
号
）
に
お
い
て
、

古
墳
が
陵
墓
等
に
治
定
さ
れ
た
年
や
時
期
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
現
在
の
陵
墓
等
の
範
囲
が
確
定
し
た
の
は
い
つ

か
。
治
定
と
同
時
な
の
か
。
古
代
高
塚
式
陵
墓
等
と
し
て
管
理
し
て
い
る
古
墳
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

（
四
十
二
）

二
〇
一
〇
年
六
月
三
日
提
出
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
三
五
号
）
に
お
い

て
、
一
八
七
三
年
十
一
月
二
日
の
太
政
官
達
以
降
、
「
み
だ
り
に
域
内
に
立
ち
入
ら
ぬ
こ
と
」
等
を
書
い
た
制
札
と
い

わ
れ
る
看
板
が
掲
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
陵
墓
等
に
は
自
由
に
立
ち
入
る

二
一



こ
と
が
で
き
た
と
思
う
が
、
当
時
の
政
府
が
制
札
を
立
て
立
ち
入
り
を
禁
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
の
た
め
か
。
ま

た
、
太
政
官
達
に
よ
り
制
札
を
掲
示
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
ま
で
は
、
陵
墓
等
の
静
安
と
尊
厳
は
保
持
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
か
。

（
四
十
三
）

古
代
高
塚
式
陵
墓
等
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
古
墳
の
多
く
で
そ
の
周
囲
に
「
外
構
柵
」
が
設
置
さ
れ
、
物
理

的
に
陵
墓
等
へ
の
立
ち
入
り
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
外
構
柵
は
水
を
湛
え
た
周
濠
を
持
つ
も
の
は
転
落
防
止

の
効
果
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
周
濠
の
な
い
も
の
も
含
め
て
国
民
に
対
し
て
陵
墓
等
は
あ
た
か
も
「
神
聖
で
侵
入

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
視
覚
的
効
果
を
与
え
て
い
る
。
外
構
柵
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
で
、

そ
の
目
的
は
何
か
。
ま
た
、
最
初
に
外
構
柵
を
設
け
た
古
代
高
塚
式
の
陵
墓
等
は
何
か
。
考
古
学
上
の
名
称
と
あ
わ
せ

て
示
さ
れ
た
い
。

（
四
十
四
）

二
〇
一
〇
年
十
月
一
日
提
出
の
質
問
主
意
書
、
同
年
十
一
月
十
八
日
提
出
の
質
問
主
意
書
、
同
年
十
一
月
三
十

日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
陵
墓
等
に
設
け
ら
れ
て
い
る
鳥
居
の
設
置
目
的
と
設
置
起
源
に
つ
い
て
質
し
た
。
答
弁
書

（
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
号
、
内
閣
衆
質
一
七
六
第
一
七
七
号
、
内
閣
衆
質
一
七
六
第
二
一
七
号
）
で
、
「
埋
葬
区
域

と
拝
礼
場
所
と
の
境
界
、
拝
礼
場
所
と
参
道
と
の
境
界
等
」
を
示
す
た
め
に
設
置
さ
れ
、
「
最
初
に
鳥
居
が
設
置
さ
れ

二
二



た
正
確
な
時
期
は
不
明
」
、
「
皇
室
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
陵
墓
等
に
鳥
居
を
設
置
し
て
い
る
も
の
と
承
知
」
と
示

さ
れ
た
。
「
伝
統
的
」
で
あ
る
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
伝
統
的
に
」
と
は
、
具
体
的
に
い
つ
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
な
の
か
。
古
代
、
中
世
、
近
世
の
い
つ
か
ら
始
ま
り
今
に
至
っ
て
い
る
の
か
。
幕
末
あ
る
い
は
元
号
が
明
治
と

な
っ
た
以
降
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

（
四
十
五
）

二
〇
一
〇
年
十
一
月
三
十
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
、
宮
内
庁
書
陵
部
発
行
の
「
陵
墓
要
覧
」
に
よ
る
と
二
〇

一
六
年
四
月
三
日
に
神
武
天
皇
没
後
二
千
六
百
年
の
「
式
年
祭
」
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
、
二
〇
一
六
年
が
神
武

天
皇
没
後
二
千
六
百
年
の
年
に
当
た
る
と
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
質
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一

七
六
第
二
一
七
号
）
で
、
「
宮
内
庁
と
し
て
は
、
「
日
本
書
紀
」
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、
二
千
十
六
年
は
、
神
武
天
皇

が
崩
御
し
て
か
ら
二
千
六
百
年
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
と
承
知
」
と
あ
る
。
二
〇
一
六
年
か
ら
二
千
六
百
年
前
と
は
紀

元
前
六
世
紀
で
あ
る
が
、
神
武
天
皇
が
没
し
た
の
は
日
本
の
縄
文
時
代
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
ま
た
、
歴
史
学
に
お

い
て
神
武
天
皇
は
実
在
し
な
か
っ
た
架
空
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
が
、
神
武
天
皇
は
実
在
し
た
人
物
と
い
う
認
識
か
否

か
。

（
四
十
六
）

同
じ
質
問
主
意
書
で
、
神
武
天
皇
が
没
し
た
と
い
う
日
本
書
紀
の
記
述
「
日
本
書
紀
の
神
武
天
皇
七
十
六
年
」

二
三



の
西
暦
年
と
時
代
名
、
ま
た
、
神
武
天
皇
の
即
位
時
の
年
齢
と
そ
の
西
暦
年
、
時
代
名
を
問
う
た
。
答
弁
書
で
は
五
十

二
歳
で
即
位
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
神
武
天
皇
は
二
月
十
一
日
に
即
位
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

そ
の
年
は
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
何
年
で
、
そ
れ
は
西
暦
何
年
に
相
当
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二
四


